
PTA規約の改定（案）

ＰＴＡ活動の実態に合わせ、本校ＰＴＡ規約について以下の改正を行いたい。

１． 規約第 16条

推薦委員会の保護者の条件を緩和するため、 推薦委員会の構成を以下のとおり変更する。

【改定前】                       【改定後】

２． 規約第 37条

実行委員会は、規約では「毎月１回定例会を開催する」となっているが、下記のとおり近

年「年間５～７回程度の開催」となっている。現状活動に支障はでていない。

（参考）近年３カ年度の実行委員会の開催実績

平成２９年度

５月１８日（木）、７月７日（金）、９月１４日（木）、１０月１０日（木）、

１１月３０日（木）、２月９日（金）、３月１６日（金）  計７回

平成３０年度

７月６日（金）、９月１４日（金）、１０月９日（火）、

１１月１４日（水）、２月１８日（月）          計５回                  

令和元年度

    ７月１２日（金）、９月１０日（火）、１０月９日（水）、

１１月１３日（水）、２月２７日（木）         計５回

区分 条件

保護者

長原地区３名

出戸地区３名

川辺地区３名

保護者

保護者

保護者

保護者

保護者

保護者

保護者

保護者

教職員

教職員

区分 条件

保護者 １年学級代表

長原地区２名

出戸地区２名

川辺地区２名

保護者 １年学級代表

保護者 ２年学級代表

保護者 ２年学級代表

保護者 ３年学級代表

保護者 ３年学級代表

保護者 実行委員 長原地区

保護者 実行委員 出戸地区

保護者 実行委員 川辺地区

教職員

教職員



以上のことから、以下の通りＰＴＡ規約を変更する。

【改定前】 【改定後】

第６章 役員とその選挙

第 16条

役員の選挙及び就任は、次のとおり行われる。

(1)各学級の保護者代表、および教職員の代表か

らなる、役員候補者推薦委員会（以下「推薦

委員会」という）を次の方法によってつくる。

ア．保護者の中から次のとおり６名を選出す

る。

（ア） 各学級の保護者は、互選により、２

名の学級代表を選出する。

（イ） これらの学級代表は会合して互選に

より、各学年ごと２名の推薦委員を

選出する。

イ．教職員の中から互選により、２名の推薦委

員を選出する。

ウ．実行委員の中から互選により、３名の推薦

委員を選出する。

エ．推薦委員は、男女いずれか一方に偏しては

ならない。

第６章 役員とその選挙

第 16条

役員の選挙及び就任は、次のとおり行われる。

(1)保護者代表、および教職員の代表からなる、

役員候補者推薦委員会（以下「推薦委員会」と

いう）を次の方法によってつくる。

ア．保護者の中から９名を選出する。

イ．教職員の中から互選により、２名の推薦委

員を選出する。

ウ．推薦委員は、男女いずれか一方に偏しては

ならない。

第１０章 実行委員会

第 37条

実行委員会は、毎月１回定例会を開催する。

実行委員会の定足数は、委員数の２分の１とし、決

議は出席者の過半数の同意を要する。

第１０章 実行委員会

第 37条

実行委員会は、必要に応じて開催する。

実行委員会の定足数は、委員数の２分の１とし、決

議は出席者の過半数の同意を要する。


